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１．令和３年度における保険者機能強化予算案の骨子について
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令和３年度における保険者機能強化予算案の骨子について

■ 第４期保険者機能強化アクションプランは平成30年度から令和２年度末までの３年間の中期計画であり、令和３年度は第５

期保険者機能強化アクションプランの初年度となる。

■ 第５期保険者機能強化アクションプランについては、今後開催される運営委員会において審議いただく予定であるが、協会

けんぽの基本理念である「加入者の皆様の健康増進を図るとともに、良質かつ効率的な医療が享受できるようにし、もって加

入者及び事業主の皆様の利益の実現を図る」の達成に向けた中期計画であること自体に変わりはない。

■ このため、令和３年度北海道支部保険者機能強化予算案には、基本理念を踏まえ計画した本年度の取組について、これまで

の実施結果に基づき所要の改善を図ったうえで次年度も予算計上するほか、加入者の健康寿命の延伸や医療費適正化に繋がる

新たな施策の予算計上を図ることとする。

■ 本日は、令和２年度保険者機能強化予算に計上した取組のうち、次年度も継続することを予定している取組

について、現時点の進捗状況のほか、健康寿命の延伸や医療費適正化に資すると考えられる新規事業案（パイ

ロット事業に応募中）と、令和２年度における他支部の主な取組に関してご説明いたします。

■ 引き続き、「事業主・被保険者・学識経験者」それぞれのお立場でのご意見を十分に踏まえた効果的な事業

を展開したいことから、評議員の皆様には、

① 次年度も継続を予定している取組について、改善等が必要と考えられる事項

② 健康寿命の延伸や医療費適正化に繋がると考えられる新たな取組に関する事項

を中心に、ご意見をいただきたく存じます。

■ なお、本日いただいたご意見と、今後協会けんぽ本部から示される予算額を踏まえ、令和３年度保険者機能

強化予算案の詳細を確定し、あらためて10月下旬開催予定の評議会で審議いただく予定としております。

北海道支部方針

本日の論点
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２．保険者機能強化予算の概要
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保険者機能強化予算の概要

【概要】

● 協会においては、支部毎の加入者数や総報酬に応じた予算が本部より支部に措置されており、支部はその予算枠の中で事

業を実施している。

● これまでの支部の予算は、以下に大別できる。

① 事務室の賃料や審査医師への謝金等、支部の基本的な業務に必要な予算 （基礎的業務予算）

② 地域の実情等を踏まえた取組（医療費適正化対策、広報や意見発信、一部の保健事業等）を推進する

ために必要な予算 （医療費適正化等予算）

③ 保健事業における重点的な取組等に対し、措置してきた予算 （保健事業予算）
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令和３年度

支部の基本的な業務

（注）図中の金額は、現時点で本部から令和３年度予算枠が示されていないため、令和２年度における支部予算額を仮置したもの。

約１億7425万円

【予算体系のイメージ】

①基礎的業務予算

保険者機能強化予算

医療費適正化対策や
広報・意見発信等

データヘルスや受診
勧奨、重症化予防等

約3,003万円

約２億107万円

②医療費適正化等予算

③保健事業予算



３．令和２年度実施事業の概要及び進捗状況
（令和３年度も継続実施を予定している事業）
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事業名及び事業概要 令和２年度予算額

WEB広告を活用した「適正受診」、「インセンティブ制度」の周知
適正受診（コンビニ受診及びはしご受診の防止、かかりつけ医及びかかりつけ薬局の推奨）及びイン

センティブ制度の周知広報を実施する。

（進捗状況）
・ 適正受診の広報は本年11月中旬から下旬、インセンティブ制度の広報は、本年12月中旬から下旬
にかけてそれぞれ実施する予定。

・ 昨年度実施したWEB広告では、キャッチフレーズを疑問形にすることで、「続きが知りたくなり、
思わずクリックしてしまう」心理を狙ったデザインを採用した。

・ この効果もあり、クリック率（広報事項の詳細が掲載されている協会けんぽホームページを閲覧し
た件数）は0.17％であり、一般的な広告のクリック率（0.05％～0.07％）と比較して高い閲覧率と
なった。

・ 本年度においても、クリック率を更に引き延ばすため、広告の掲載時間帯や広告掲載回数のほか、
訴求力のある広告内容とすべく、着実にPDCAサイクルを回していく。

・ 次年度においては、今後本部において実施する「加入者理解度調査」の結果を踏まえ、広報事項の
の拡大（例：健診受診等）も検討していく。

3,080千円

Twitterを活用した加入者（個人層）への広報
当支部が発信している情報について、特に認知率が低い若年層や被扶養者等へ広く情報を届けること

を目的に、Twitterを活用した広報を行う。

（進捗状況）
・ 本事業は、若年層の使用割合が高いTwitter（20歳代：58.2％、30歳代：42.9％）を活用し、加
入者にダイレクトに届く広報を実施するもの。

・ 初回の投稿は「健診の重要性」をテーマとし、本年10月初旬に実施予定。以降、時間外等受診や
はしご受診をはじめとした、若年者層にも影響のある（関心が高いと考えられる）テーマについて、
月２回程度の投稿を予定。

946千円

■広報関係

令和３年度も継続実施を予定している事業
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【概要】

・ スマートフォンに合わせたサイズで表示。

・ 広告画像をクリックすることで、北海道支部ホーム

ページ（インセンティブ制度解説）へ移動。

・ Yahoo!JAPAN及びGoogleが運営する情報WEBサイ

ト及びその提携サイトにおいて表示。

◎検索サイト（※イメージ）

広告
スペース

インセンティブ制度（令和元年10月実施分）

【参考】WEB広告のイメージ
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適正受診（令和元年12月実施分）

‟クリ ック率１位”

‟クリック率１位”



事業名及び事業概要 令和２年度予算額

適正受診に関する個別通知の送付
１年間に複数回以上、時間外・休日等に受診している加入者に対し、営業時間内に受診した場合と比

較した具体的な自己負担軽減額をお知らせし「自分ごと化」に繋げるほか、適正受診に関する広報（か
かりつけ医、かかりつけ薬局の推奨等）も記載する。

（進捗状況）
・ 平成30年度内に２回以上の時間外受診等が確認された加入者のうち、「直近１年間で入院履歴が
ない」、「時間外等受診の際に、処置や検査等を受けてない」等の諸条件を満たした約13,800人に
対し、令和元年11月に個別通知を送付。

・ 本事業の効果測定は本年10月中の完了を予定しているが、本年９月上旬に先行実施した効果測定
結果（速報値・結果は以下のとおり）を見ると、時間外等受診割合の減少が認められた。

・ 時間外等受診の減少は、加入者及び保険者の負担軽減はもとより、医療提供体制の維持にも繋がる
ものである。本年10月中の完了を予定している効果測定結果を十分に踏まえる必要はあるものの、
先行実施した効果測定（速報値）の結果では、一定の費用対効果が見通せたことから、本事業の実施
に要する予算について、令和３年度予算に計上する方向で検討中。

《効果測定結果（速報値）》
・ 送付後の「令和元年12月、令和２年１月、令和２年２月」（※）のレセプトを分析したところ、送
付対象者の平均受診回数は「送付前：年10.2回」→「送付後：年11.4回」と微増していた一方で、
時間外受診等の平均回数は「送付前：年2.9回」→「送付後：年1.8回」に減少していることが確認
できた。

・ なお、この減少による効果を金額ベースで換算すると、仮に令和元年度と同じ規模で実施した場合、
１年間で約13,000千円の医療費削減効果となる。また、加入者の行動変容（緊急性のない時間外等
受診を控える）は単年度に留まらず、中長期に渡ることも期待できる。

※本効果測定は３か月分のレセプトから算出した結果について、年間ベースに置き換え（推計）したもの

3,300千円

※通知の発送は令和
元年度であり、令
和２年度は効果測
定に関する予算の
み計上している

■医療費適正化関係
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広告
スペース

【参考】適正受診に関する個別通知
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広告
スペース

【参考】適正受診に関する個別通知
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事業名及び事業概要 令和２年度予算額

新規適用事業所に対する生活習慣病予防健診の受診勧奨
新規適用事業所（年間約5,500事業所）に対し、生活習慣病予防健診案内パンフレットの送付及び電

話勧奨を実施する。

（進捗状況）
・ 新規適用された事業所を対象に、本年６月～12月にかけて電話勧奨を随時実施中。
・ 電話勧奨対象は「令和２年１月１０日以降に新規適用された事業所のうち、健診機関の受入体制が
充実している地域をターゲットとした約5,500事業所」を予定。勧奨方法としては、生活習慣病の受
診勧奨のほか、架電対象事業所の健診受診状況の聴き取りを行うことにより、今後の勧奨施策（集団
健診や事業者健診データの取得等）に繋げていく。

・ 次年度においては、本年度の実施結果を踏まえ、勧奨対象や勧奨地域等の検討を進めていく。

8,569千円

被扶養者を対象とした集団健診の実施
未受診者の多い地域において、北海道支部主催の集団健診を開催する。

（進捗状況）
・ 当初計画では、８月～10月・１月～３月の２クール制（開催日数129日程度）を予定していたが、
新型コロナウイルス感染症の感染防止の徹底を図るため、実施会場の大幅な見直し（ソーシャルディ
スタンスを確保するため、借り上げ面積の拡大等）を余儀なくされたことから、本年度は11月～３
月の１クールに変更（開催日数78日）する。

・ なお、当初計画では、過去連続して集団健診を利用した者であって、かつ１クール終了時点で受診
が確認できなかった者に対し、電話による勧奨（リピータ勧奨）を予定していたが、２クール制から
１クール制への変更等に伴い、本年度は中止とする。

・ 平成27年度より開始している本事業は、被扶養者の特定健診受診者の約４割を占める極めて重要
な事業に成長した。次年度以降においても、感染防止対策を十分に図ったうえで、更に訴求力のある
ダイレクトメールを作成するほか、効果的な開催場所等に関する検討を進めていく。

33,077千円

■特定健診関係
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広告
スペース
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【参考】集団健診案内リーフレット案（一部抜粋）



広告
スペース

【参考】集団健診案内リーフレット案（一部抜粋）
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事業名及び事業概要 令和２年度予算額

未治療者に対する受診勧奨（重症化予防）
健診結果（血圧値又は血糖値）から要治療と判定されながら、健診受診前１か月及び健診受診後３か

月以内に医療機関へ受診していない治療放置者に対し受診勧奨を行う。

（進捗状況）
・ 本年度においては、本部が全支部分を一括して実施する文書勧奨（1,300件／月）の後、重症域に
ある加入者に対する二次勧奨（文書＋自宅又は勤務先への架電、100件／月）のほか、重症域以外の
加入者に対する電話勧奨（1,200件／月）を新たに実施。

・ なお、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言期間中は、勧奨文書の送付を中断していたが、
本年６月より再開。文書勧奨後の後追い電話勧奨も同様に中断し、７月より再開。

36,581千円

■重症化予防関係

文書
1,300件/月

重症域
100件/月

重症域
100件/月

重症域以外
1,200件/月

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度

変更
（強化）

＜変更点イメージ図＞

（ 内 訳 ） （ 内 訳 ）

文書
100件/月

一次勧奨（本部）

文書
1,300件/月

重症域
100件/月

重症域
100件/月

重症域以外
1,200件/月

（ 内 訳 ） （ 内 訳 ）

重症域以外
1,200件/月

文書

1,300件/月

一次勧奨（本部）

電話
100件/月

重症域
100件/月

重症域以外
1,200件/月

（ 内 訳 ）

二 次 勧 奨 （ 支 部 ）

電話

1,300件/月

重症域
100件/月

（ 内 訳 ）

重症域以外
1,200件/月

二 次 勧 奨 （ 支 部 ）

NEW

重症域以外
1,200件/月

NEW



事業名及び事業概要 令和２年度予算額

事業所カルテを活用した宣言勧奨
宣言事業所に対する特典として提供している「事業所カルテ」を活用した宣言勧奨を行う。

（進捗状況）
・ 事業所カルテの作成要件（協会けんぽで健診結果を把握している被保険者が11人以上）を満たす
約5,900事業所に対し、本年10月中旬に文書勧奨（事業所カルテを同封）を実施するほか、文書勧
奨から一定期間経過後、電話による宣言勧奨（後追い勧奨）を実施する予定。

・ 次年度においては、本年度の実施結果を踏まえ、事業所カルテの改善のほか、更に訴求力のある
トークフローの構築等に向けた検討を進めていく。

2,293千円

行政等との連名による宣言勧奨
事業所カルテを活用した宣言勧奨を行えない事業所（協会けんぽで健診結果を把握している被保険者

が10人以下の事業所）についても、訴求力のある宣言勧奨を行うべく、行政等との連名（健康事業所宣
言は官民一体で取り組んでいることを訴求）による宣言勧奨を実施する。

（進捗状況）
・ 40歳以上の被保険者が一定数以上在籍する約14,000事業所に対し、北海道経済産業局・北海道・
札幌市・旭川市・岩見沢市・江別市・北海道商工会議所連合会・北海道商工会連合会・北海道中小企
業団体中央会との連名による勧奨文書を本年９月18日に発送したほか、文書勧奨から一定期間経過
後、電話による宣言勧奨（後追い勧奨）を実施する予定。

・ 次年度においては、本年度の実施結果を踏まえ、更に訴求力のある勧奨文書やトークフローの構築
に向けた検討を進めていく。

2,838千円

■健康事業所宣言関係
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【参考】事業所カルテ （※一部抜粋）
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【参考】事業所カルテ （※一部抜粋）
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事業名及び事業概要 令和２年度予算額

健康づくりに関する取組事例集の作成
宣言事業所の健康づくりに関する取組事例（好事例）を収集し、宣言事業所の特典として配付する。

（進捗状況）
・ 本年７月に第３版が完成（35社の取組事例（好事例）を掲載）。
・ また、本年８月に取組事例集の評価や活用方法等に関するアンケート調査を実施（回答数：407
社）したところ、
① 取組事例集は役に立つ：70％
② 取組事例集について自社の健康づくりの取組を実践するうえでの検討材料とした：59％
③ 取組事例集を社内で回覧した：53％
等の結果が得られた。この結果を踏まえると、従業員の健康づくりに向けた取組の推進にあたって、
取組事例集は一定の効果があったものと判断できるため、今後も継続して発行を行うこととする。

・ なお、今回のアンケートでは、取組事例集の評価や活用方法のほか、「取組事例集への掲載を希望
する項目」等のご意見も集約したところ（詳細は次ページ参照）。宣言事業所のご意見については、
今後作成する取組事例集に順次反映させていく。

1,469千円

健康経営セミナーの開催
健康経営の普及促進、宣言事業所のフォローアップを目的として健康経営セミナーを開催する。

（進捗状況）
・ 当初計画では200人規模の集合形式での開催（札幌市内を想定）としていたが、新型コロナウイル
ス感染症の感染防止を図る観点から、オンラインセミナー（Web）に切り替えたうえで、本年11月
上旬に開催する予定。

・ なお、本セミナーについては、健康経営の普及促進に向けた連携協定を締結しているアクサ生命株
式会社との共催により開催する。

100千円

■健康事業所宣言関係
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※案内リーフレット作成費用のみ
計上（講師謝金やオンラインセ
ミナーの環境整備に要する費用
は共催先が予算措置）
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＜取組事例集（第３版）＞

＜アンケート結果（一部抜粋）＞

【参考】取組事例集等



21

【参考】取組事例集等



事業名及び事業概要 令和２年度予算額

リスクスコアを活用した喫煙者に対する個別通知の送付
喫煙者に対し「タバコの有害性や具体的な禁煙方法」に関する通知を行い、能動的な禁煙を啓発する。

（進捗状況）
・ 昨年度と同様に「タバコの有害性や具体的な禁煙方法」のほか、「自分ごと化」に繋げるため、リ
スクスコア（疾病発症確率）を活用し、禁煙した場合の脳卒中及び心筋梗塞の発症率がどの程度低下
するかに関するオーダーメード型通知について、約30,000人を対象として本年12月に発送予定。

11,385千円

医師による簡易禁煙指導
生活習慣病予防健診の診察・問診の機会を活用し、医師による簡易禁煙指導を実施する。

（進捗状況）
・ 本年度も20,000人への指導完了を目標とし、生活習慣病予防健診を実施する211機関のうち、38
機関と契約を締結した。本年７月末現在で6,224人に対する指導を実施済み。

・ 一方で、４月下旬から５月末にかけ、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各機関において
健診の実施を一時休止したことによって、当初の実施計画との数値に若干の乖離が生じている。

※実績 6,224人／７月末目標 6,700人（達成率92.8％）

・ 下期においては、引き続き各機関の進捗管理を徹底するほか、より効果的な業務運用に向けた課題
解消にかかる支援（好事例の横展開等）を実施していく。また、今後の進捗状況を踏まえ、実施機関
の追加募集も検討する。

11,660千円

社員のための禁煙推進セミナーの開催
分煙・禁煙対策の現状とタバコの有害性について知見を有する有識者を講師にお招きし、「社員のた

めの禁煙推進」をテーマとしたセミナーを開催する。

（進捗状況）
・ 当初計画では200人規模の集合形式での開催としていたが、新型コロナウイルス感染症の感染防止
を図る観点から、オンラインセミナー（Web）に切り替えたうえで、本年10月16日に開催する予定。

・ なお、本セミナーについては、北海道民の健康づくりに向けた連携協定を締結しているファイザー
株式会社との共催により開催する。

100千円

■データヘルス関係（喫煙率の減少）
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※案内リーフレット作成費用のみ
計上（講師謝金やオンラインセ
ミナーの環境整備に要する費用
は共催先が予算措置）



広告
スペース

【参考】禁煙勧奨通知案
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広告
スペース

【参考】禁煙勧奨通知案

24



25

【参考】禁煙推進セミナー案内リーフレット



３．令和３年度新規実施事業案
（パイロット事業に応募したもの）
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令和３年度新規実施事業案（パイロット事業に応募した事業）

■ 令和３年度パイロット事業（※）には、北海道支部として以下の３事業を応募。

■ 本部における最終審査（採用の可否決定）は本年10月に行われる予定であることから、今後開催する

支部評議会で結果をご報告する。

■ 例年どおりの流れの場合、本部審査の結果、パイロット事業として採用されなかった場合においても「地

域の実態を十分に踏まえた支部独自事業（保険者機能強化予算事業）として実施することが望ましい」と判

定される可能性があるため、その結果及び各取組の予算額を踏まえ、優先順位を精査する。

事業名及び事業概要 予算額

バイオ医薬品を対象としたバイオシミラー軽減額等通知事業
・ バイオ医薬品は大変高額であり、特許の切れたあとに出てくるバイオ後続品はバイオシミラーと呼
ばれ、続々と薬価収載され、注目を集めている。また、2020年診療報酬改定で「バイオ後続品導入初
期加算」が新設され、今後一層の普及促進が見込まれている。

・ バイオシミラーのあるバイオ医薬品を使用している加入者に対して、バイオ後続品としてバイオシ
ミラーがあることを周知するとともに、バイオシミラーに切り替えた場合の一般的な自己負担軽減額
等をお知らせし、その切替率を検証する。（ジェネリック軽減額通知と同様のスキーム）

・ 対象者については、バイオシミラーへの切り替えに関して本人が意思表示しやすいことや、薬剤師
が関与できる可能性が高いことから、糖尿病の自己注射キットの処方を受けた者に限定する。

・ 対象となる先発バイオ医薬品（ランタス注[カート/ソロスター])に対するバイオシミラー２種類との
差額は1キット当たり516～455円。なお、この先発品を含むレセプトは年間約7,000件（2019年度受
付分調剤レセプト）である。仮に１件当たり平均2.5キット処方とし、約17,500キットのうち25％の
切り替えが行われた場合、単年度では約220万円（4,375キット×差額500円）の医療費適正化効果が
得られる。また、糖尿病治療薬は長期間に渡る使用が必要となる薬剤であることから、医療費適正化
効果は単年度に留まらず、長期に渡り継続することが期待できる。

4,226千円
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（※）パイロット事業とは、医療費適正化や保健事業等に関する先駆的な取組を行うにあたって、全国展開を見据えた課題の洗い出し等を行うため、一部の都道府県で先行（試験）実施を行
うもの。協会けんぽ本部では、支部の企画力向上のほか、幅広いアイデアをボトムアップするため、年に１回、支部からパイロット事業案を募集している。



事業名及び事業概要 予算額

ICTを使用した健診当日の特定保健指導
・ 支部保健師を健診機関に派遣の上、当日型特定保健指導を実際に経験してもらい、健診フロー作成
の支援を行うことで、健診機関自らの指導者の確保及び自前での指導実施に向かわせ、特定保健指導
委託契約に結び付ける。

・ 支援実施の際は、支部保健師が健診機関に常駐することが困難であるとともに、今般の状況も踏ま
え、健診機関でも対面によらない面談方法の検討も必要になることが想定されるため、健診機関施設
内に端末を配置してビデオ会議による面談方式（指導体制）を構築する。なお、このビデオ会議のス
キームについては「健診機関が支部の支援を要さず、自力での特定保健指導が実施可能」となった際
にも非対面で実施が可能となる。

・ モデル実施事業のため、自前での特定保健指導を実施していない生活習慣病予防健診機関から公募
をし、１年以内に自前の指導体制をつくりたいと考える２機関と契約する。

・ 本事業が成功すれば、指導者が少ないことが理由で検診車での特定保健指導ができていないなど、
指導件数が伸びない実施機関においてICTによる面談導入の可能性が広がり、同様に実施件数の増加を
図ることができる。

4,821千円

糖尿病の未病者に対する早期アプローチ（糖尿病発症を防ぐ取組）
・ 未病の状態を長く維持するためには、生活習慣の維持・改善に関する効果的な啓発が必要不可欠で
あるが、受診勧奨や特定保健指導の該当とならない者（血糖値が一定以上（100～125の間））に関
しては、現時点で効果的な介入スキームが無いことが課題として挙げられる。

・ このような層に対して効果的かつ経済的に介入すべく、糖尿病の治療対象となった場合の損失（医
療費の負担、定期的な通院）に関する事項のほか、未病状態を維持するにはどのような行動を取るべ
きかに関するリーフレット等を送付することにより、対象者に未病状態を長く維持するための具体的
な行動変容を促し、もって「健康度の向上」及び「医療費の削減」を図るもの。

・ 今回は、スモールスタートの観点から、生活習慣病予防健診で判明するリスク因子のうち、糖尿病
のみにフォーカスを当てているが、糖尿病で効果が認められた場合は、高血圧や脂質異常症をはじめ
とした他の生活習慣病の予防にも展開できると考えられる。

997千円
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４．各支部が実施中（又は実施予定）の事業
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令和２年度 支部保険者機能強化予算について

１．令和２年度 支部保険者機能強化予算の概要

令和２年度支部保険者機能強化予算を活用した各支部の取組の全体像については、下表のとおり。

 支部医療費適正化等予算の関係では、全支部の取組件数が364件。それらの取組の現時点における所要額は、約
7.7億円の見込み。

 支部保健事業予算の関係では、全支部の取組件数が1,436件。それらの取組の現時点における所要額は、約38.4億
円の見込み。
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令 和 ２ 年 ３ 月 1 9 日 開 催
第103回運営委員会提出資料

分野 区分 主な取組内容

企画部門関係
○ジェネリック医薬品の使用促進（70件）
○適正受診対策（32件）
○医療費分析（14件）

116 件 43 支部 2.0 億円

業務部門関係

○セミナーや研修会の開催（16件）
○外国人対応（1件）
○保険証返納勧奨文書の事業所等への配布（2件）
○第三者行為の届出勧奨（2件）
○負傷原因届の医療機関窓口設置（2件）
○各種勧奨業務委託（3件）
○広報(チラシ・リーフレット)作成送付（3件）
○データ分析による加入者への周知（1件）

30 件 23 支部 0.2 億円

紙媒体による広報 ○納入告知書に同封するチラシ、各種パンフレットやポスターなど（47件） 47 件 47 支部 2.6 億円

その他の広報

○新聞及び地方広報誌を活用した広報（39件）
○インターネットを活用した広報（20件）
○その他の媒体を活用した広報（96件）
○媒体を複合的に活用した広報（16件）

171 件 43 支部 2.9 億円

7.7 億円

医療費適正化対策
経費

【支部医療費適正化等予算】

取組件数 支部数 所要見込額

支部医療費適正化等予算　　合計

広報・意見発信
経費
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分野 区分 主な取組内容

集団健診
○オプション付き（骨密度測定等）集団健診の実施（18支部）
○ショッピングセンター等における集団健診の実施（9支部）
○生活習慣病予防健診の集団健診（6支部）

77 件 47 支部 7.0 億円

事業者健診の
結果データの取得

○外部委託による事業所へのデータ取得勧奨及びデータ入力（39支部）
○事業者健診結果（紙媒体）のデータ入力委託（5支部）

94 件 46 支部 5.8 億円

健診推進経費
（健診機関、業界団体、商工会議所等を対象として、健診の実施率向上や事業所
健診データの早期提供等を図る取組に対して目標を達成した場合に支払う報奨
金）

86 件 41 支部 3.4 億円

健診受診
勧奨等経費

○新規適用事業所や健診未実施事業所へ電話または訪問による勧奨（7支部）
○事業所を経由せず直接、被保険者に対し生活習慣病予防健診の勧奨（13支
部）

213 件 47 支部 5.8 億円

71 件 47 支部 0.2 億円

保健指導推進経費
○特定保健指導実施機関における特定保健指導実績の向上に向けた取組の動
機づけとなるよう、一定規模以上（健診受診者数1,000人以上）の特定保健指導実
施機関を対象に、特定保健指導実績に対する報奨金。

108 件 45 支部 0.6 億円

保健指導
利用勧奨経費

○特定保健指導の電話等による利用勧奨（9支部）
○健診実施時における健康相談（1支部）
○商業施設での集団保健指導（健診結果説明会及びフォローアップ教室）（1支
部）

64 件 36 支部 2.2 億円

317 件 47 支部 2.0 億円

【支部保健事業予算関係】

取組件数 支部数 所要見込額

健診経費

その他

保健指導経費

その他
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分野 区分 主な取組内容

未治療者
受診勧奨

○本部勧奨後、支部による電話や文書での勧奨（12支部）
○本部勧奨後、委託者による電話や文書での勧奨（18支部）
○本部勧奨後、支部と委託業者等両者による電話や文書での勧奨（21支部）

51 件 44 支部 3.2 億円

重症化予防対策
○地域医師会や医療機関との連携による重症化プログラムの実施（33支部）
○外部委託による保健指導や生活改善サポート（7支部）

48 件 46 支部 2.4 億円

コラボヘルス事業

○健康経営の普及のための運送業界等との連携による業界に特化した広報紙の
作成・配布（1支部）
○健康経営セミナーの開催（21支部）
○健康宣言事業所の普及・促進のための事例集の作成（19支部）

135 件 47 支部 2.8 億円

情報提供ツール ○事業所健康度診断（事業所カルテ）等の作成・提供、ツールの改修 19 件 19 支部 0.7 億円

その他の保健事業

○喫煙対策（11支部）
○歯周病・う蝕対策・歯科健診（16支部）
○イベント・ブース出展（12支部）
○広報関係（15支部）
○健康意識啓発（26支部）
○測定器等リース（14支部）

126 件 42 支部 2.3 億円

27 件 27 支部 0.1 億円

38.4 億円

46.1 億円

取組件数 支部数 所要見込額

支部保険者機能強化予算　　合計

その他の経費

その他

支部保健事業予算　　合計

重症化予防事業
経費

コラボヘルス事業
経費



２．令和２年度に実施する支部保険者機能強化予算における取組例
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件名 定期診察が理由の未受診被扶養者への受診勧奨

概要
　定期的な診察を受けていることを理由として未受診になっている被扶養者に対し、かかりつけ医でも健診を

受けられることを周知することにより、特定健診の受診率向上を図る。

件名 山梨県と連携した一般名処方拡大へ向けた医療機関、薬局への勧奨事業

概要
　一般名処方の拡大に向けて、県が作成した「汎用後発医薬品リスト」を活用したツールの開発、および医

療機関・薬局へのツール配布を通じて一般名処方箋の拡大とジェネリック医薬品使用割合の向上を図る。

件名 抗菌薬適正化に向けた加入者調査

概要
　加入者の抗菌薬に対する意識や使用実態、耐性菌に関する正しい知識の認知度等についてアンケート

を行い、レセプトデータの分析では見えてこない加入者の意識や実際の使用実態を把握する。

件名 ジェネリック医薬品使用促進に係る広報

概要
　ジェネリック医薬品普及啓発のため、SNSやフリーペーパー、交通広告、ラジオ広告等を活用し、メディア

ミックスによる広報を展開する。

件名 子育て世代をターゲットとした適正な医療のかかり方の推進

概要
　佐賀支部の4歳までの1人当たり医療費が高いことを踏まえ、子育て世代に、こども医療電話相談などの

適正な医療のかかり方を啓発する案内を提供し、医療費の適正化を図る。

件名 加入者のヘルスリテラシー向上化セミナー

概要

　熊本支部の医療費が高い原因の一つとして時間外受診の多さが影響していると考えられるため、加入者

のほか広く県民に「上手な医療のかかり方」を知っていただくための講演と、協会けんぽと医療関係団体との

対談式セミナーを開催する。

件名 薬剤師お仕事体験ワークショップ

概要
　夏休みに、小学1年生の児童とその親を対象としたジェネリック医薬品使用促進にかかる薬剤師のお仕事

体験ワークショップを開催する。

山梨

高知

静岡

山形

佐賀

大分

熊本


